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中高校生世代の居場所とは

－ゆ う杉並10周年記念祭 か ら－

2 0 0 8 年 1 月 1 9 日の土 曜 日の午 後 、ゆ う杉 並 ゆ うホー ル

にて 、「ゆ う杉並 10 周年 記念祭」が開催 された 。ゆ う杉 並は、

19 9 7 年 の秋 に、中高校 生世代 の居場所 とな る ことを 目的と

した 「児童福 祉施設」と して設立 された 。今 回の記念祭 では 、

ゆう杉並 の 1 0 年 を振 り返る ス ライ ドシ ョーの あ と、パ ネ ル

デイスカ ッシ ョン 「ゆ う杉 並の これまで と これか ら －今 、中

高校 生世 代 に どん な居 場所 が必 要か 」（コー デ ィネー ター ＝

喜多）を開催し、設立当時の高校生でゆう杉並建設委員長で

あった高尾健一さん、ゆう杉並中・高校生運営委員会 O B の

浅野純さん、現役のゆう杉並中高校生委員会 （第 1 1期）の

メンバー 山 中里奈 さん に集 ま っても らい 、「ゆ う杉 並の 居場

所建設 とわた した ちがめ ざ した企 画運営・ 活動一 居場所 と し

てな にが受 け継がれ るべき か」につい て語 り合 った。その後 、

区の子ども会議であ る 「ユー スプロジ工ク トすぎなみ」代表 ＝

関原沙文さんや、保健福祉部 児童青少年課職員の方にも討論

にカロわ っても らい 、「ゆ う杉 並の これ か らと居場所 を考 える」

と題 して討論 を行 った 。 ここで は、中高校 生世代 の居場 所の

あり方 につ いて特徴的な 発言 や議 論を紹介 して いきたい。

■居場所づくりは ■‘自分 たちのまち’’づ くり■

もう3 0 歳 にな った 高尾 さん は 、杉並 区 内の コ ン ビニ の店

長さん 、ふ らふ ら っとゆう杉並 に立 ち寄 った際 に顔見知 りの

喜 多 明 人 （早稲田大学）

職員 か ら声 をかけ られて 、今回の企 画 に引 きず り込まれ たと

いう。 地元の子 ども がお となにな って もふ ら っと立 ち寄 るこ

とので きる場 、いつ か戻 ってきた い居心 地の良 い場 、それ が

居場所 なのか も しれ ない。彼 は、 中高校 生の とき に、学校 が

終わった放課後、夜の塾との間の時間（午後 5 －7 時）が空い

てしま い、「三間」（さんま）の仲 間 と時間はあ った けれ ど、た

まる場所 がな か つた と述べ 、ゆ う杉 並の 設立の 話 に飛 びつ い

たとい う。 多 くの 地 域・ 学 校 で は、 この 時間 帯 は ほ とん ど

“ス ポーツ系部 活管理 ”時間 と して “学校 囲い込 み”がなされて

いる中で 、地域 とのつなが りを大切 に して生徒の居場所 を確保

しよ うとした ところに杉並の地域性を感 じることができた。

実際、今回パネラーになった浅野さんやかつて地域の児童

館で育った小笠原さんは、杉並区職員となって地域を支えて

いる。 また 中高校 生運 営委 員会 の O B で伊藤 園に就 職 した元

委員長が、杉並区の児童館の自動販売機配置に尽力している

そうだ。 ゆ う杉並 事業 は、 まちがい な く杉 並を 「自分 たちの

まち」と 自覚 してい く著 者群 を多 く生み 出 してき たといえ る。

■市民的パー トナー シップの創造■

高尾さんや浅野さんの話では、設立当初、ゆう杉並の運営

をめ ぐって職員 と大喧嘩 とな ったそ うだ。理 由 は、施設 の個

人利用時間が午後9 時までだったのが中高校生運営委員会の
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知らない うちに 「午 後 7 時ま で」 に変更 され た ことが き っか

けだ とい う。そ こで は中高校 生運営 委員会 のゆ う杉並運 営 に

おける意思決定 参加へ の こだ わ りが あ った 。ま た、中高 校生

運営委員会は積極的に「地域交流会」を開催して、近隣住民

の苦情 （「たむろ」「騒音」など）の調整、地域との相互理解

を深め る努力を してきた 。そ れは、浅 野 さんい わ く 「自分た

ちの居場所 は 自分 たち で守 る」 という気持 ちが強 か ったか ら

だと い う。

■わた したちにとって居場所 とは■

この ほか 、居場 所 のあ り方 をめ ぐって は、「自分 のや りた

いことが できる」（山中さん ）、と いった 自己実現 、 自己発見

▲立ち上げ当時の中高生委員、現役の中高生運営委員、
ユー ス プ ロ ジ ェ ク トす ぎ な み の メ ン バ ー を パ ネ リ ス トと して シ ン ポ ジ ウム

の場 とい う意見 、「みんな で語 り合え る場」（開原 さん）、「語

り明 かす場 と して宿泊 でき る施設 に した か った 」（浅 野さ ん）

「 本のコーナーを復活させた。盗難が多く一度廃止されたが、

委員会で対策 を立て復活させた」（山中さん）などの意見が

出され た。 その な かで 、「自分 の や りた いこ と」 と い う意 味

合いの 中 に は 、「学 校 で はで き ない こ と が こ こで はで き る」

とい う発 想が含 まれ ていた こと に留意 したい。 そ こでは 、（》

学校 を 自分 たち の居場 所 に してい く、 とい う発 想の希 薄化 の

問題 や 、（む学校 が禁 じた行為 を ここで は許 して いる とい う学

校側の 警戒心 につい ても調整 してい くことが必要 であ ろ う。

▲ゆう杉並O B も集 い交流会 （写真提供 ：杉並区立 ゆう杉並）

建設委員会か らの思いとこれまでをふ りかえって

「 え ？ほん とに 自分 た ちの意見 が実現 す るの ？」 そんな 半 ぎ

信半疑 の気持 ちか らは じま った建 設委員 会 。職員や仲 間 と真

剣に議 論 した 運営委 員会 の 日々 。ゆ う杉 並 は、 自分 の意見 で

何か を実現 できる とい う実感 と様 々な人 や もの との 出会 いを

私に与 えて くれた 場所で した。

ゆう杉 並 は、ス タジオ・ 体育館・ ホール・ 工芸調理 室な ど

を備えた一 日平均 2 0 0 人もの利用がある中高校生の活動、自

己実 現の場 と して地 域の 中で重要 な役割 を担 う、 中高校生 の

居場 所 です。 開館 か ら 1 0 年 経 った今 も ゆ う杉 並 が、 中高 校

生の居 場所 であ り続 けて いるの は、建設 や運 営 に当 事者 であ

る中高校の意 見を きちん と取 り入れる仕 組み があ るか らだと

思います。

建設委員会は、中高校生による自分たちのための居場所作

りであ り、中学 1年 生か ら高校 三年生 までの4 3 名の メンバー

の「夢を語 る場」 で した 。委員会 初 日に行 った現場 見学 は衝

撃的で、建 設予定地 は 区民農 園が一面 に広 が って お り、 ここ

に、ほん と うに自分た ちの意見 を取 り入れ た建物 が出来 るの

か、半信半 疑の念 を抱 きなが らも、真 っ白なキ ャンバス に絵

を自由 に描 くよ うな、そ んな胸の 高鳴 りが あ りま した。

建設 委員会 で は、「開閉 式の ドー ムの ある プー ル」 や 「プ

ラネ タ リウム」な ど自由に思 いつ くまま に、楽 しみな が ら意

見を出 し合い ま した。 その後 、 自由 に意見 を出 しなが らも実

醒
生と優 先順位 を考え 、 自分 たちの 意見 を整 理 して素案 をま
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浅 野 純 （中高生委員会O B）

とめ、大人へ の提言 がなされ ま した。

建 設委 員会で話 し合 われた コ ンセプ トが うま く反映 され た

場所 の一つ に 「ロビー」があ ります。「ロ ビー」 はどの部屋 に

も通 じる部屋 と して 、利 用者 の誰 もが集 い、交流 で きるス ペ

ースと して発案 されま した。 これは、「一人」だ けが楽 しめる

施設 でな く、「みんな」 で楽 しめる施設 にな って い って くれ た

らという建設委員の想 いからで した。「スタジオ」や「体育館」

といった部屋へのニー ズが高 い一方 、どの部屋 にも通 じる場所

を作 って、それぞれの利用者が交流 できるようなスペ ースをつ

くりたいという意見 が出たの は、新 たな出会 いや発見を求める

建設委員会な らではの ことだ ったのではないか と思います。

建 設か ら 1 0 年。 建設 委員 会 で話 し合 われ た ことが 、現 在

のゆ う杉 並で 、実 際の施設 や運 営 に生 かされ 、中高 校生の 自

己実現 の場 と して重 要な役 割 を果た してい るこ とは、ほ ん と

うにうれ しい限 りです。 ゆ う杉並 の建 設や運 営にか かわ る中

で、自由 に意見 を言 い合 った り、まとめた り してい く行 程 は、

本当 に楽 しく、 自分 にと って居 場所 の一 つ で した。「自分 の

意見でな にかを変 える ことができる」ことを実 感でき たの は、

ゆう杉並 があ ったか らにほかな りません。

ゆ う杉 並は、常に新 しい中高 校生 の意見 を取 り入れ なが ら、

成長を続ける居場所です。今後も、中高校生が主役となって、

一つ 一つ想 いを実 現 して 、さ らに充実 した居 場所 にな って い

つてほ しい と思 います。



「 子どもにふさわ しい世界」の実現は

一国連子 どもの特別総会フォローアップ会合－

ニ ュー ヨー クで 国連子 ども総 会 （2 0 0 2 年5 月 ）が 開催 さ

れ、成果 文書 「子 どもにふさ わ しい世 界」 が採択 され てか ら

間もな く6 年 が経つ。「子 どものため に、か つ子 どもととも に

世界 を変えて い く」 とい う各 国首脳 の決意 は どの程度 実現 さ

れたの か。それ を振 り返 るための 会合 が、2 0 0 7 年 12 月 1 1

～1 3 日、ニ ュー ヨー クで開催され た。

会合 の正式名 称 は 「子 ども特 別総会 の成 果の フ ォローア ッ

プについ ても っぱ ら取 り扱 う高級 レベ ル 全体 記念会 合 」。次

の2 つの テーマで ラウン ドテー ブル を開催 し、最終 日の 13 日

には 「子 どもにふ さわ しい世界 ＋5 」宣言文 を採択 した。

○健康的 な生活の促進 およ び川∨／A ID S との 闘い

○ミ レニアム 開発 目標 達成の鍵 と しての 、かつ虐 待、搾 取 お

よび暴 力か ら子 どもを保護す る第一 線 と しての 良質な 教育

の完全普及

前回に比べれば人数は少ないものの、会合前に開催された

「 子 どもフ ォーラム」 には5 1か国か ら9 3 人の子 どもたち （1 1

～18 歳）が集ま り、全体会合 にも活発に参加 したとい う。

進展と課題

今回の振 り返 りに向 けて、ユニ セ フは 1 2 月 1 0 日に 『子 ど

もた ちの ため の前進 第 6 号－ － 「子 ども にふ さわ しい世 界」

統計 レビュー』を発 表 した。そ の前 日には 、子 どもたち のメ

ッセージ集『わ た したち にふさわ しい世界 』も発表 している。

確かに、多くの分野で前進があった。全世界の 5歳未満児

年間死 亡者 数が 2 0 0 6 年 に は9 7 0 万 人 とな り、史 上 初め て

1 0 0 0 万 人を切 った ことはその象 徴 である。 初等教 育相当 年

齢で 学 校 に い っ て い な い 子 ど も の 人 数 も 1 億 人 を 切 り

（ 2 0 0 5 ～0 6 年で9 3 0 0 万人）、児童労働に従事する子ども

の人 数も2 0 0 0 ～0 4 年 にかけて 1 1％ 減少 した。

しか し、依然 と して子 どもたち の状況 は厳 しく、と くにサ

ハラ砂漠以南 のア フ リカや 南ア ジアの子 ども は各分 野で十分

な権利 を保障 され てい ない 。世界 的 に も、 H lV ／ A 旧 S の 問

題はなお深 刻化 してお り、 また依 然 と して3 億人 近 い子 ども

たちが虐待・搾取・暴力の状況下に置かれている。
このよ うな 状況を改 善す るため 、国連 子 ども特別総 会 に参 篭

加した各国 は 「子 どもにふ さわ しい世界 」を フ ォローア ップ 召

するための 国別 行動計 画の策 定 に同意 した。 しか し国連事務 童

総長の報告によれば、2 0 0 6 年末の段階で策定作業を完了 し …

たの は約5 0 か国 にす ぎない。

先進国でも、特別総会 に参加 した 3 5 か国中、国別行動計 量

画を策 定 した 国 また は策 定 中の 国 は約 2 1 か 国の み で ある 。

平 野 裕 二（ARC代表）

日本 は これ に含まれ ていな い。

子どもの権利を基盤 と した協働

「子 ども にふ さわ しい世界 ＋5 」宣 言 は、「子 ども にふさ わ

しい世界 を創造 するた め にさ らに努 力 をする とい う政 治的意

思」 をあ らた め て 確 認 し、 最 後 に次 の よ う に 述 べ て い る

（（財）日本ユニセフ協会仮訳、一部表記を修正）。

「5 ．‥‥・・われわ れは、子 ども や若 者の意 見を歓迎 する とと

もに、今後 も、彼 ら自身 が影響 を受 ける事 項が決 定 される過

程におい て、年齢 や成熟 度 にふさわ しい形 態で子 どもたちが

参カロする ことを強 く後押 しする 。

6 ．‥…・われ われが立案・ 実施 する政策 や施策 は、子 どもは、

子ども 自身 が安心 できる家 族 に支え られた 環境の 中で育 て ら

れるべ きであ るとい うことを念頭 に、親 や家族 、法定 の里莱臥

その他の形態の保護義務者、そして一般社会全体が、それぞ

れの責 務を果 たせ るよ う促 す ものでな くて はな らない 。子 ど

もの生存や保護、発達を保障する子どもの権利の実現を優先

課題 とする こと は、全て の人々 に とって最 も望 ま しい （状況

を創 る） ことでも ある。 われ われは 、一致団 結 して、全 ての

社会 におい て子 どもの福祉 を確 保す るとい う共通の 目標 の早

急な実現 を 目指 す」

「少子化 対策」 でも 「健全育 成」で もな く、「子 どもの権利」

を基盤 と した 協働 を進 めな が ら 「子 ども にふさ わ しい 日本 」

を築き上 げ てい くことが求 め られる。 そのた めに は、国際 公

約である国別行動計画の策定と、子どもの権利の視点 に立 っ

た政策 調整 を行なえ るよ うにす るための 機関 の設置 が不可 欠

である。

＊ユニセ フ 『わた したち にふさわ しい世 界 匡I連子 ども特

別総会で子 どもた ちが発信 したメ ッセ ージ ：あれか ら5 年 』

（ 財）日本ユ ニセフ協会 訳
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上越市

「子どもの権利条例」制定の見込み

小中高生の提案も加味

上越市の木浦正幸市長は 「市子どもの権利条例検討委鼻会

（委員長、若井弥－・上越教育大学教授）」の答申を受けて、

2 月2 7 日い じめや虐待 か ら子 どもたち を守 る 「上越 市子 ども

の権利 に関す る条例 案」 を 3 月市議 会 に上提 した 。市 内の小

中高校生 で構成 する 「子 ども会 議」 か らの 提案 も加 味 したユ

ニー クな 内容。 3 月 3 日に厚生 常任 委員 会 で通 過 したの で本

会議でも承認の見込み。施行は4 月 1 日の予定。

上越市で条例が制定されれば、新潟県内で最初の自治体と

なる。上越市 は9 7 年3 月 に 「人権 を尊び部落 差別な どあ らゆ

る差別 をな く し、明 るい上 越市 を築 く条例」を制 定 して いる。

さらに市民意識調査結果を踏まえた「人権総合計画」・「実施

計画（推進 プ ラ ン）」 を策 定 し、 就職 差 別 をな くす るた めの

「 統 一応募 用紙 」 も採用 す るな ど 、人権 の まち づ く りに積 極

的に取 り組 んで いる。 このよ うな人権 尊重 の まちづ く りの中

から条例制 定の気運 が盛 り上 が った もの であ り、他の 自治体

に大 きな影響 を与える もの と思 われる。

「 子 ども会議」を設置 し子 どもたちか らの提案を織 り込む

上越市長の諮問機関 「市子どもの権利条例検討委員会」は

0 5 年 7 月 か ら条 例素案 の作 成 に取 り組 み 、「子 ど もの考 えを

知るための 学校訪 問」 や 「子 どもの権 利を考 える 市民 フォー

ラム」 を開催 し、0 6 年度 内の提案 を計画 して いた。 しか し、

子どもたち の意見 を反映 した条例 案 とするた め、子 どもた ち

で構成 する 「子 ども会 議」 を設置 し、条例素 案 に子 どもた ち

からの提 案を織 り込 む ことに した。

「 子 ども会議 」は5 回開 催され 、条例の主 役であ る子 ども たち

が、自身の権 利につ いて話 し合 い、その 結果 を 「提 案書」 と

してま とめ、0 7 年6 月 2 3 日、木 浦市 長 に提出 した 。市長 は

「 子 どもの権 利 条例 の制定 はも とよ り、今 後の 子 ども の権利

に関するさ まざまな取 り組 み に子 ども会 議での 意見 を大い に

活か していきた い」 と表明 した。

条例案は前文と5 章 2 3 条で構成。子どもの定義を「 18 歳

未満」 と し、親権 を有す る家族 や里親 などを 「保護 者」 と定

義。 さまざ まな差別 や虐待 、い じめか ら子 どもを守 る ことを

「 基本理念」 に据えて いる。

条例 の 目的 と して 、子 どもの権 利の 内容を明 らか にする と

とも に、子 どもの 心身 の健 や かな成 長 を地域 社会 が支 援 し、

もが安心 し、 自信を も って生 きる ことが でき る地域社会

子どもの権 利 条約 第 91号 ・ 200 8年 3 月 15 日号
ぽ

高 山 弘 （新潟県人権・同和センター事務局長）

の実現 に寄与 する ことをあ げた。

条 例案 には 「子 ども会議」 で まとめ られた 「提案 書」 をも

とに、（D 子 どもが 自 らの可 能性 を信 じ、 自身 の成長 のた めに

努力する 。②子 ども が 自らの権利 を 自覚する と ともに、他 の

人の ことも思 いや り尊重 す る、の 2 項 目も盛 り込 ん だ。 さ ら

に、子 どもが 自 らの権利 を理 解す る ことがで きる よ う、そ の

権利 を知 らされ るこ とが保障 され る 「知 らされ る権利 」も 入

れた。教 育 関係者 に対 して は、「い じめ、 虐待 」の 早 期発 見

と子 どもの救済 に取 り組 むこ とを求 めた 。

また、「子どもの権利基本計画」の策定と「市子どもの権

利委員会」の設置も義務づけた。

市子育て支援課では4 月 1 日施行後 は「市子どもの権利条

例」の普及啓発と「子どもの権利基本計画」の策定に向けた

検討 を行 な うことに して いる。

若井委員長は 「子どもたちの思いが伝わる良い条例案が作

れた」 と語 った。
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名張市

条例施行と子ども救済委員会の始動

名張 市子 ども条 例が平 成 19 年 1 月 に施 行さ れてか ら1 年 が

経過 しま した。

この条 例は、名 張市で 初めて の議員 発議 によ り制 定 された も

のです 。

平成 1 5年 1月に議員有志で研究会を立ち上げて、勉強・意

見交換・先進地視察を重ね、条例案はでき上がったものの、

その後 にお いても議会 内調整 で相 当な時 間を要 しま した。平

成18 年 8 月 には私たち議 員の任期 が切れ るこ ともあ り、何 と

してもそれ まで にこの条例 を制定 した いとい う思い の中 、や

っとの ことで改 選前の 3 月議 会 におい て、全 会一 致 で名張 市

子ども条 例を制 定す る ことがで きま した。 同年 4 月の 市長 選

後の8 月 、庁 内に本条 例 にかかわ る 関係部署 の プロ ジ 工ク ト

チームが設 置され ま した が、担 当者 は職 員 自 らが積 み上 げて

きた条例 ではな いこ ともあ り、その推進 にはかな りの苦 労が

あった と察 しています 。

今現在、名張市子ども条例が、具体的な施策を伴 って実施

されて いる状況 を 目の前 に して、私 自身、 当時の悪 戦奮 闘を

なつか しく思 い出 し、感 慨深 い思い にひた ってい る ところで

もあ ります 。

この条 例の 目玉とい える子 どもの権 利救済 委員会 は 、平成

1 9 年7 月に設置され、子どもの権利救済委員に弁護士・大学

教授 （臨床心 理学 ）・ 元 保護 司の 3 名が委 嘱 され ま した 。 こ

のことに先立 ち4 月 には相 談窓 口 に相談 員 1 名 が配 置 され ま

したが 、当初、相 談は ほとん どない状 況 で した 。相談員 が小

中学校 、関係機 関に相談 窓 口の 周知・ 説明 に回 つた り、児童

生徒全員 に、子 ども条例 の啓 発 リー フ レ ッ トや相 談窓 口を周

知させ る相談 カー ドの配 布 を した結果 、子 ども や親 か らの相

談が少 しずつ増え、平成 2 0 年 1月現在で延べの相談件数が

7 5 件 とな りま した 。内容 につい ては 学校生 活 上の こと、家

庭の こと、 自身 の ことな ど多 岐 にわた ってい ます。養 育困難

家庭の相 談 、虐 待の疑 いが ある子 どもの 安否確 認 と継 続 して

関わ ってい るのもあ ります が、現在 の ところ権 利救 済委員会

へつな ぐ事例は出 てきていな い状況で す。

昨年 1 1 月 には本 条例 に定 め られた 子 ども権 利委 員会 が 設

立され、現在、「子どもの健全育成に関する基本計画」を作

成してい ると ころ です。 また、小 中学生 を対象 に子 どもの権

利に関す るアンケー ト調査 を実施 して います 。今後 、 この ほ

か名張市の子 ども条例に定められた様々な施策の検討が進め

られ ます。

条 例作成 段階 で私た ちは、現場 に出向き子 ども たちや 、市

民・ 教師 との意見 交換会 を考え てい ま した が、実 際に はこれ

らの ことが何も できな いまま に条例制 定 とな りま した。 その

藤 島 幸 子 （名張市議会議員）

分これ か ら取 り組む課 題が 多 くあ る と考 えて いま す。私 たち

は、子 どもの幸 せを願 い 、情 熱 を持 って諸施策 に取 り組 んで

いる担 当職具 に感謝 しつ つ、今後 と も私 たち 議員 の子 ども と

もい え る名 張 市子 ども 条例 へ の 取 り組 み を しっか りと見 守

り、本条 例 をさ らに進 化 させて いかな けれ ばな らない とい う

思いを新 たに して いると ころです。
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当初の役割を終えた

「札幌市子どもの権利条例」検討会議

佐々 木 一 （札幌市子どもの権利条例制定市民会議事務局長）

1 ．札幌市子どもの権利条例制定市民会議（略称 ：こどけん）

について

札幌市子 どもの権利条例制定市民会議 （以下 ：こどけん）

は、2 0 0 5 年 4 月 に設立 され、

統一地方選挙 （2 0 0 7 ．4 ．8 ）の際には市長選挙 と市議会議

員選挙の立候補予定者に「子ども施策」（子どもの権利の位

置付 け・ い じめ問題） に関 して公 開質 問を行 い、その 回答 を

H P 紹介 して市民の 投票判断 の一助 に しても らいま した 。（1）

再度 「子どもの権利条例」の制定を公約に掲げた上田文雄市

長が再 選された 後、子 ども にと ってよ り良 い 「札幌市 子 ども

の権利 に関す る条例」 の制定 をお願 い したい 、と要 望書 を提

出しま した 。（2 0 0 7 ．5 ．1 7 ）

1．子ども委員や市民からの公募委員を含む検討委員会が設置

され るこ と。 また 、検討委 員会 と緊密 な連携 を取 る、子 ど

もだ けで構 成され る子 ども委 員会の設 置も必 要です。

2 ．前回の最終 答 申とかけ離 れた審 議を せず に、ス ピー ドア ッ

プを図るため にも 、前回の 検討 委員 が相当数 継続 して検 討

委員 になることが必 要です 。

3 ．前回の条例案にあ った附則第 2 項の救済制度を速やかに設

ける規定は喫 緊の課 題で す。今 回 は、時 間をか けて十分 に

審議 を尽 く し、条例 本文 中 に救 済の制 度設 計を位 置づ ける

ことが必要です。（後 略）

昨年の第 1回定例市議会で、条例案が可決されるべ く、市

議会で「陳情」を行い、本会議では賛成少数で末採択・否決

という残念な 経験 を しつ つも 、諦め ずに条例 案の可 決を応 援

すべ く、全 1 2 回に及んだ検討会議の全てを傍聴 して来ま した 。

今 回は市民 団体 と して の こどけん事 務局長 と して、前 回の

「 札幌市子どもの権利条例制定検討委昌会」（以下 ：検討委員

会）と比較 しなが ら、検 討会議 の進捗 状況 を報告 した いと思

います。（ちなみに、私は検討委員会の公募委員で起草委員

を担当 してい ま した。）

2 ．検討委貴会 （2 0 0 5 ．4 ．2 8 ）と検討会議（2 0 0 7 ．8 ．2 7 ）

について

検討委貴会の広範な活動を受けて条例素案が作 られ、パブ

リックコメン トがなされ 、多 くの意見 （3 5 0 4 件 ）が寄 せ ら

れた ところま では、本 ニ ュースN o ．8 5 （2 0 0 6 ．1 0 ．1 5 ） に

報告されている。「小林勇樹氏」（北海道大学大学院）なお、

その後 の条例案 の否決 に至 る経緯 に関 しては、研 究者 と して

の彼の ブログで詳細 に報告され ているの で譲 ります。（2）

検討委員会がいわゆる既存の「審議会」の枠組みを超えて、

各委員によって主体的に調査・検討された事柄で激論を闘わ

せな が ら到達 した 「最 終答 申」 は 「救済 制度の 設計」 に関 し

醒
ま不 十分 である との指摘 を免れ る ことは出来 ませ んが、そ

子 どもの権 利 条 約 第 9 1号 ・ 200 8年 3 月 15 日号

れ以外の部分 は一定程度満足出来るものだ と自負 してい ます 。

しか し旧態依 然 と した子 ども観 を持 ち、子 ども を保護 の対

象と して しか捉 え られな い人たち に は許容 出来る もので は無

かったのです。ですから、市議会では反対議員か ら「検討委

鼻会の メンバ ーに偏 り（思 想）が 見 られる」 との 発言が あ っ

た際に は唖然 と しま した。

検討会議の設置要項では 1 5人選任出来るにもかかわらず、

1 2 人 しか委嘱されていません。公募委員は若い3 人で、子 ど

も委員は 1人も含まれていません。（別途、子 ども委員会も設

置されませんでした） こどけん会員も含めて沢山の市民が応

募しま したが 、全て落 とさ れま した。前 回の検 討委 員は誰 一

人再任 さ れず 、（私 も応募 しま したが落 選 です ）全 て 改選 さ

れま した。つ ま り、前 記 こどけんの 要望 書は全 く無視 され た

とい うことです。

検討会議には、反対議員から強 く要請されていた小学校長

会と中学校 長会の 代表 が2 人 委嘱 され ま したが 、彼 らは 「権

利条例」 の権利 が突 出 しな いよ うに 「義 務・保 護・ 育成」 な

どの観点の重要性が主張し、条例の名称に関わって何度も発

言を繰 り返 しま した 。答 申書にそ の意見 は通 らな か ったの で

すが、検 討会議の象徴 的な儀式 のよ うに感 じま した 。

次に「救済制度の設計」に関 して委員が自分の意見を述べ

るので は無 く、分か らな いこと は全 て事 務局 に説 明を求 める

のです。検討会議委員長が議長を務めるのですが、「ここは

事務 局、 ど うです か。」 と事 務局 に説 明 を求 める会 議 の進 め

方が象 徴的 で した。今 年 に入 って か ら公 募委員 が独 自 に自分

たちの 意見 をま とめ て提 出 しよ うと した 際 に、事務 局が かな

り抵 抗 を示 した ことも 印象 的で す。 その 第 1 0 回検 討 会議 に

は、公募委員二人が会議に一部参加出来ないという不測の事

態も生 じて しまいま した。（2 0 0 8 ．1 ．1 6 ）

以上、検討会議の議論の詳細は子ども未来局のH P でご覧

下さ い。（3）検討 会議 の答 申書 は上 田市長 に提 出さ れ、

（2 0 0 8 ．2 ．1）その後、第 1 回定例市議会で説明され、現在

パブ リ ック コメ ン トが実 施さ れ てい ます 。（2 0 0 8 ．2 ．2 8 ～

3 ．2 8 ）多 くの後 退 もあ ります が 、権利 条 例の 名称 を買 いた

ことと、救 済制度の 設計 をな した ことは評価 に値 する もの と

思い ます。

（1）札幌市子 どもの権 利条例制定市 民会議（こ どけん）H P

http ：／／W W W ．n e．jp／a s ah i／S aP P O「0／kod o m o n oke n「ijyo u

「 e i／

（2 ）小林勇樹氏 ブ ログ

h t t p ：／／b to g ．1iv e d o o「．jp ／fu tu「e ＿fo し C h itd「e n 2 ／

（3）札幌市子 ども未来局H P

http ：／／W W W ．C ity ．s a p po「0 ．jp ／ko do m o ／ke n「i／



2 月23～24 日、東洋大学 （東京・ 文京区） で、子 どもの権利条約総合研究所・「子 どもの人権」研 究会・ 児童福祉法研 究会 の主

催に よる 「 フ ァ ー ラム子 どもの権 利研 究 2 0 0 8 」 が 開催 され ま した。

日韓共同研究 「子 ども相 談の現状 と課題一子 どもの安心 を支 える条件の解明」では、国 レベル で独 自の相談機 関の長 である李

培根博士 、 さらに韓国・子 どもの権利学会会長で小児精神科医の草分 けである安東賢教授 や子 ども学の専 門家である金敬嬉教授

を招 き、子 どもにかかわる緊急の課題の一つである子 ども相談の制度 と実践 について、 日本 と韓国 での取 り組 みの総合的 な研究

がお こな わ れ ま した。

シンポジウム「子 ども関係法の 『改正』 と子 どもの現場一岐路に立つ子 ども政策」 では、教育、福祉 、少年 司法 をめ ぐる「法

改正」 と「子 どもの現場」の実践 的、総合的 な検 証がおこなわれま した。

「フォー ラム子 どもの権利研 究 2 0 0 8 」の内容 は、子 どもの権利条約総合研究所発行 の 『子 どもの権利研 究』13号 （2008

年7 月刊 行 ） に収 録 さ れ ます 。希 望 され る方 は、下 記 ま で お問 い合 わ せ くだ さい 。

問い合わせ ：子 どもの権利条約総合研究所 TE L／棚 0 3 － 5 2 8 6 － 3 5 9 5 （早稲田大学文学部 1 5 7 6 研究室）

E－M ail n叩J 陀＠ni吋．00 m

子ども支援の相談システムを求めて

一韓 国青少年相 談院の取 り組 み を中心 と して－

1 ．韓国における青少年相談事業の展開

韓国において、児童 （子 ども）は 「1 8 歳未満の者」（児童

福祉法）とされ、青少年は「9 歳以上2 4 歳以下の者」（青少

年基 本法） と定 め られ てい ます。韓 国に おける 国 レベル の青

少年政策は青少年基本法 （1 9 9 1年 1 2 月公布、2 0 0 4 年 2

月改正） をベー ス に してい ます。青少 年基 本法制 定の 背景 に

は、当初 、学校 にお けるい じめや不登 校な どが 社会 問題 化 さ

れ、学校 を離脱 した者 に対 して、社会 的 に対処 できる仕 組み

が必要 との議論 があ りま した 。その 後も学 校 にな じめ ない子

どもの 問題 （学 業不振 、い じめ、学校 内暴 力、 中退な ど） や

青少年非行 （家出、暴力、性的暴力、薬物乱用、喫煙など）、

イン ターネ ッ ト中毒、 自殺な ど青少 年に おける さまざ まな事

象が注 目されてい ます。

青少年相談事業の歴史をさかのぽると、 1 9 8 0 年代には、

これまで学校を中心に展開されてきた青少年相談が、勤労青

少年、非 行青少 年、身 よ りの ない子 ども にまで 対象 を拡大 し

てい きま した 。 1 9 9 0 年代 には青少 年基 本法 の制 定 によ り、

青少年相談院が中心となって青少年相談事業を行うことが明

記され ま した。

半 田 勝 久 （東京成徳大学）

2 ．青少年相談院の事業内容

それでは、青少年相談院の行う青少年相談事業の内容はど

うい った こ とな ので しょうか。 まずは 、青少年相 談 関連政策

の研究開発です。青少年相談士とい う資格制度の運営や研

究・教材開発などを行 っています。第 2 に、青少年相談技法

の研究および相談資料の作成・普及です。これにともな って、

学術雑誌や事例集など多数の刊行物を出しています。第3 に

相談員の養成および研修です。青少年相談士の研修や、同世

代の青少年 を支援できる ピアカ ウンセ ラーの養成 にもたずさわ

っています。第4 に、市・道に設置されている青少年相談支援

センターお よび市・郡・区 に設置 されて いる青少年支 援センタ

ー運営の指導 および支援 を行 っています。第5 に、そ う したセ

ンター を中心 に しな が ら、青 少年 相談機 関の ネ ッ トワー ク形

成・支援を行っています。第 6 に、子育てのための親教育プロ

グラムの研 究・ 開発 を して います 。第 7 に、学 業 を中 断 して

いる 青少 年 関 連事 業 に 関 する 指 導 お よび 支 援 を行 ってい ま

す。第8 には、集団相談、電話相談 、個人相談、心理検査、

サイバー相談など多様な相談サー ビスの提供を行 っていま

す。他には、青少年相談の広報などにも力を入れています

子 どもの権 利 条 約 第 9 1号・ 2 008 年 3 月 15 日号
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3 ．青少年相談の9 つの領域

青少年問題は多種多様です。そ こで、青少年相談院では、

次の ように青少年問題 を9 つの領 域に分類 してき ま した。

（ か家族領域 ：親子関係、夫婦不和、虐待／放任など

②非行領域 ：家出、暴力、飲酒／喫煙など

③学校領域 ：学業態度／学習興味、注意散漫／集中力不足、無

断欠席／登校拒否など

④進路領域 ：進路情報不足、進路葛藤など

⑤性領域 ：性関連知識不足、性衝動、性暴力など

⑥対人関係領域 ：い じめ、友人関係、異性交際など

⑦性格領域 ：消極性、攻撃性、依存性など

（ む精神健康 領域 ：うつ／無気 力、不安 な ど

⑨生活 習慣生活 習慣／態度 領域 ：パ ソコン／イ ンター ネ ッ トの

過多使用、浪費癖など

4 ．青少年相談士について

青少年相談院では、相談員養成のため 「青少年相談士」と

いう国家資 格制度 を設 けて います。試験 は筆 記試験 と面 接で 、

合格者 には 1 0 0 時間の研 修が課 せ られ ます。 この研修 は厳格

に実 施され てい て、 1 時間以 上遅 刻す る と合格 が取 り消さ れ

るほどで す。 青少年 相談 士 は学 歴 や経験 に応 じて 1級 か ら3

絞まで分 かれて います 。 1級 は 、カ ウン セ リング関連 の博 士

号を有 するか、 同様 の修士 号を有 し4 年の 臨床経験 がある者 、

それ と同等の資 格 を有す る者 を対象 と して います 。運営・ 政

策・ 行政・法 に精通 して スーパ ーバ イザー となれ る レベル で

す。2 級 は、 同様 の修 士号 を有 す るか 、準 学士号 を 有 し5 年

以上 の経験 があ る者 、 また はそれ と同等の資 格 を有する者 と

し、実務・ カ ウンセ リング・ 間置喜領 域別の相 談技 法、ネ ッ ト

中毒、性、青少年文化論などに精通 した相談の実務者レベル

です。 3 級は 、子 ども とど うつき あ うか とい った 、教師・ 学

生・ ボラ ンテ ィア レベ ル です 。2 0 0 3 年 よ り 1 年 に一度4 月

に国家試験 を実施 し、2 0 0 7 年 までの 5 年間で 計2 ，1 2 2 人 を

認定 して います 。

認 定後 は任意 参カロで 年 1 回の 研修 （合格 した年 0「次年 度）

が提供 されます。青 少年支 援セ ンター （ホ ッ トライ ン 1 3 8 8

窓口）な どの職員 は 「青少 年相 談士 を～人以 上配 置 しな けれ

ばな らない」など と規定 されて います。今後 は、学校 や軍隊 、

少年 院 な どで も青少 年 相 談士 を活 用 する 方 向 で進 め てい ま

す。最近 は、学校 の教師 も資格 を取得 しよ う とす る動 きもあ

りま す 。

青少年相談士には守秘義務が課せられ、緊急の安全に係わ

ることに関 しての み教師 に報告 してい るよ うです。 2 0 0 5 年

より、2 級 の資格を有す る者 1，2 0 0 人を学校 に配置 しま した 。

2 0 0 6 年 も継 続実施 し、教師 とは違 う と生徒 か ら人気 が出て

いるよ うで す。

5 ．地域社会青少年統合支援ネットワークの構築・運用

2 0 0 6 年 よ り地 域 社 会 青 少 年 統 合 支 援 ネ ッ トワ ー ク

（C o m m u n ity Youth Safety Net）が構築されました。こ

れは、行政区域内の青少年関連機関・施設の相互連携のネッ

トワー クで 、ホ ッ トライ ン 1 3 8 8 窓 口を 活用 して 2 4 時 間の

青少年危機対応 シス テムを担 っています 。2 0 0 8 年 1 月現在 、

蛙
道 に 1 7 の 青少年相 談支 援 セン ター、市 ・郡・ 区 に 12 7

子ども の権利 条 約 第 9 1号・ 2 008年 3 月 15 日号

の青少年支 援 センタ ーがあ り、 これ らが中心 とな って運 営さ

れてい ま す。 ネ ッ トワー クの基 本理 念 は、統 合 性 、即 時性 、

便利性、持続性、責任性であり、需用者中心のサービス提供

を行 って いま す。さ らに は、 これ まで の来談 者を待 つ方 式か

ら、専門家の支援 が必要 な青少年 のところに、直接訪問 し支援

する活動 （ユー ス・ コンパ ニオン）を採 用することとな りま し

た。C Y S －N e tの2 0 0 7 年 1 月か ら 12 月までの 問題類 型別統計

をみると、学業・進路（2 2 ．9 ％）、逸脱・非行 （ 14 ．9 ％）、対

人関係（ 13 ．5 ％） が多 く、パ ソ コン・ イ ンターネ ッ トの 問王頭

（ 6 ．8 ％ ）もこれ までと比較する と増加傾向 にあ ります。

6 ．相談方法について

2 0 0 7 年の相談方法をみてみると、集団相談 （6 9 ．2 ％）、

電話相談（1 1．1％）、個人相談（9 ．4 ％）、心理検査（8 ．6％）、

サイバ ー相談 （0 ．5 ％ ） とな ってい ます。 こ こで注 目 したい

のが、集団相談の比率の高さです。集団相談とは、テーマ毎

に募集 を して 、関 心あ る人 たち 7 －8 人で 相談 を 受け る とい

った形式 が採 られて いる よ うで す。青少 年相談 院の 方針 と し

ても、今後集 団相談 が強化 されるべ きである と して います。

サイバ ー相談 に関 して は、割合 は少 ないもの のメ ール 、掲

示板、 チ ャッ ト、 ウ ェブ心 理検査 を行 ってお り、 これか らは

サイバー相談の需要 がますます高 まっていくと推測され ます 。

まとめにかえて

青少年相談の課題も指摘されています。青少年相談院の李

培根 （イ・ ペ グ ン） 院長 による と、① 青少年相 談 は問題相 談

から適応 相談 に変わ らな ければ な らな い、（a 従来の カ ウンセ

ラー 中心 の相 談 か ら需 用者 中心 の相 談 に変 わ るべ きで ある 、

③予 防 に重点 を お くべ き であ る、④ 早 期介 入 が重要 で ある 、

⑤学問としての相談学の成立が必要である、⑥青少年相談学

会が活性化されるべきである、（∋青少年相談の養成と教育が

専門化 され るべきで ある 、な どと課題 を挙 げてい ます。 こ う

した課題 を もと に、韓 国 におい て今後 どのよ うに青少 年相 談

が展開 されてい くのか注 目 していき たいです 。

参考文献・H P など

・ 李 培根 「青 少年 カ ウン セ リングの 現状 と課 題」、 フ ォー ラ

ム子 どもの権利研 究2 0 0 8 レジュメ・資 料集 、2 0 0 8 年

・内閣府政策統括官（共生社会政策担当）「ユースア ドバイザ

ー（仮称）の研修・養成プログラムの開発に向けた調査研究

報告書」、2 0 0 7 年

・ 独 立行 政法 人 国 立オ リン ピ ック記念 青少 年総 合 セ ンター

「韓国の青少年教育施設に関する調査報告書」2 0 0 4 年

・青少年相談院H P

h t t p ：／／W W W ．k y c i．0 「．k「／e n g ＿y O U t h ／e －k y c i．h t m l

＊本稿は、平成 18 －2 0 年度科学研究費補助金基盤研究 （B ）「国 ・

自治体等及び国際社会における子どもの安心・安全と救済制度 に

関する 日韓共同研究」（課題番号 1 8 3 3 0 1 2 9 研究代表者 喜多

明人）における調査結果を基にしています。本調査にあたり金桐

旭氏（韓国モニタリングセンター研究員）、朴 志允氏 （東洋大学

院生）、大河内彩子氏 （早稲田大学大学院）には資料の提供や翻

訳 など大 変お世話 にな りま した。



私たち抜きで私たちについて語るな

～李 亮喜 さん（国連・子どもの権利委員会委員長）講演～

当 フ ォー ラムに は国連・ 子 どもの権利 委員 会の委 員長 を務

める李 亮害 さん （成均館 大学 教授） も参加 し、 2 3 日夕刻 に

特別講 演 「子 どもの権 利 をめ ぐる国際動 向 と子 どもの権 利委

員会」を行なっている。講演では、子どもの権利条約の概要

と特徴、委員会の活動状況、国連で進められている条約機構

改革等の動向、障害児・者をめぐる国際的進展など多岐に渡

るテーマ が取 り上 げ られた 。

李 さん は、子 どもの権利 条約の 原則 のな かでも も っとも理

解され てお らず、無 視さ えされ ている 原則 がい くつかあ るの

ではな いか と して、次の3 つ を挙 げた。

○子どもの最善の利益の原則 （3 条）

○子 どもの発達 しつつある能 力の原 則 （5 条 ）

○子どもの意見の尊重の原則 （12 条）

と りわ け李 さん がそ の重 要性 を強 調 した の は、 1 2 条 を中

心とす る条約 のさ まざ まな規定 によ って保 障され てい る 「子

どもの参カロ権」 である。

障害児教育の専門家であり、「障害のある子どもの権利」に

関する子どもの権利委員会の一般的意見9 号 （2 0 0 6 年）の

起草でも中心的役割を担 った李さんは、障害者運動のなかで

用い られて きた 「私た ち抜き で私た ちの ことを語 るな 」（D o

N o t Speak About Us Without Us）というスローガンは

子ども につ いても 当て はまる と指摘 した。 その うえで 、子 ど

も参加を成功 させ るための鍵 と して次 の5 つを挙 げている。

○子 どもた ちは、 その発 達 しつ つあ る能力 に したが って協議

の対象 とされ 、また情報 を提供 されるべ きであ る。

○（子 ども参カロの ）出発 点は 、その子 どもの発達 しつ つあ る

能力 に応 じて異 な って くる場合 もある 。

○参 加す る子 どもの選抜 は、 できる かぎ り民主 的 に、かつ さ

まざ まな 子 どもが代表 され るよ うな形 で行な われ るべき で

あ る。

○参 加の 最終 目標 は、 おとな とのパ ー トナー シ ップ にも とづ

きなが らも、子 ども たちが イニ シアチ ブを と り、方 向性 を

決 め られ るようにす ると ころに置かれ るべきで ある。

○子 どもは 自分 の言語 で意見 を表 明でき るよ うにさ れるべ き

である。

もちろん、障害のある子どもが意見表明・参加を保障され

るよ う にする ため の取 り組 みも 進め られ な けれ ばな らな い。

この点については、李さんが講演の最後に触れた障害者権利

条約 （2 0 0 6 年 1 2 月 ）で も 、障害 児 には意 見表 明 にさ い し

て 「障害及 び年 齢 に適 した 」支援 を提 供され る権利 があ る こ

とが定 め られて いる （7 条 3 項 ）。

平 野 裕 二 （子どもの権利条約総合研究所代表）

子どもの権利委員会は 2 0 0 6 年 9 月、「意見を聴かれる子

どもの権 利 」 につ いての 一般 的 討議 を 開催 し、5 8 パ ラ グ ラ

フの 勧告 を採択 した 。現在 、 これ をも と に一 般的 意見の 作成

作業が 進 め られて お り、 2 0 0 8 年 5 月 には一 般 的意 見 1 1 号

として採択 され る見込 み との ことであ る （他 に 「先 住民 族の

子ども」や「子どもの最善の利益」 についてもー般的意見の

起草 作業が進 め られ ている ことが報告 された ）。

一般的意見 1 1号が採択されれば、子どもの意見表明・参

カロ権 につ い て の理 解 を深 め る うえ で 有 益 な 文 書 と な ろ う。

なお最近、委員会による定期報告書審査プロセスヘの子ども

参加 を 進 め る さ い の ガ イ ドラ イ ン を国 際 N G O が 作 成 した

（ 肋 〟d ∽s わ∩，C ／1／／d 佗∩∂S C／7∂ng e ∂g e n は ■G u ／d e／／n e s

′b r c／1／／dp∂rf／C／p∂f／0∩／n perわd／C rePOrf／ng on帥e

C（フ∩＞e n 如 n o n 帥e 月唐加 S O f 帥 e C ／1／／の。N G O も子ども

参加の あ り方をみず か ら検 証 して いく必要が ある。

子ど もの権 利 条 約 第 9 1号・ 20 08年 3 月 15 日号
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「なん で戦争 なんか するの よ ！」「やめれ ばいい じやん ！」

口々 に憤 りがほ とば しり、部屋 の中は熱気 でム ンムン。

1 月 2 3 日 （水）、 ボタ ン雪の舞 う寒い 一 日、海区立 新橋児

童館で 出前 ワー クシ ョップが 開かれ ま した。 冒頭 に紹 介 した

のはその時の － こまです。

子 どもの権利条 約ネ ッ トワー ク （以後 、 N C R C ） では、今

年度の 活動方針 に沿 って子 どもを対 象 に した企 画を改 めて ス

ター ト しま し た 。 罠喜し て 「出 前 ワ ー ク シ ョ ップ 」。 子 ど も の

集まると ころ にN C R C の スタ ッフが 出向き 、子 どもに直接子

どもの権利 条約を届 けよ うとするもの です。

この 日は 「食 べ物 はど こか らくるの ？～チ ョコバ ナナ ク レ

ープ を作 りな が らい っ しょに考 えてみ よ う ！～」 とい うタイ

トルで 開催 しま した 。友達 と一緒 にチ ョコバ ナナ ク レー プを

作る、 と い う ワー ク シ ョ ップを 通 じて 、 自分 や 友達 の い の

ち・ くら しが 世界 と どの よ うにつな が って いる のか を感 じ、

考えよ うとい うね らいです 。

雪の 日にも かかわ らず この 日集 ま ったの は、学童 クラ ブ児

を中心 に小学 1 ～6 年生 ま での男女 1 1 人。 エプ ロンに≡」角巾

姿で集 ま って くれ ま した 。

は じま りはケ ンち やん 、 リコち やん 、も んきち くん、博 士

が登 場す る人 形劇 「子 どもの 権利 条約 ってな ～に ？」。 この

時点 で子 ど もたち は既 にノ リノ リです 。 グルー プ に分 かれ 、

「 クイズ に答え て チ ョコバ ナナ ク レー プの材 料 をゲ ッ トしよ

う！」 とい う課題 に挑戦 です 。クイ ズの問王誼は小麦 、チ ョコ

レー ト、バ ナナ はど こか らきた かを世 界地 図や地球 儀 を使 っ

てみ んなで相 談 します。答 え をポス トイ ッ トに書 き、大 きな

世界 地 図に張 る と材料 を手 に入れ る ことが で きます 。 さて 、

いよいよ ク レー プ作 りで す。バ ナナ を手 分 け して切 り、ク レ

ープを一 人一人焼 き、 トッピン グ して出来上 が り。

「い った だきま～ す ！」 と 、出来上 が ったク レープ を頬 張

りな が ら、クイズの 答え をみん なで シ ェア ー しま す。小麦 粉

は「韓 国」「マ レーシア」

＝）、バ ナ ナ は 「フ ィ

リピ ン」「マ レー シ ア 」、

チョ コ は 「 ガ ー ナ 」。

「 だ って、 ガーナチ ョコ

つて あ る じ や な い ！」。

ところで この 日使 った

材料は、小麦粉は北海

道産 、バ ナナ はエ ク ア

ドル 、 チ ョ コ シ ロ ッ プ

はア メ リカ で した 。そ

こで チ ョコ シ ロ ッ プ の

原料の おはな しを しなが ら、カ カオの 産出国 のひ とつ 、 コー

トジボアールの写真 をみんなで見 ま した。

「 貧 しい ！」「はだ し ！」「笑 って る ！」「壁 に穴？」、小 さい声

で「戦 争 ？」。子 どもたちは コー トジボワールの子 どもたち に

想いを はせ、 その子 達は チ ョコ レー トなん か食べ れない ど こ

ろか、長 期 にわた る内戦 によ って安心 して暮 らせ ない こと を

知りま した 。

参加 して くれた子 ども たちは終 始熱 心 に参 加 し、顔 を紅潮

させ て表現 してい ま した 。職員 の方 か らも 「普段 見 られ な い

一面 を見せ ていて 、驚い た。大 人 にな った とき にこの体 験 が

伺力＼の形 で残 って くれた らいい。」 との感想 を頂き ま した。

ワー クシ ョップ を通 して子 ども た ち が新 しい知 識 と 出会

い、共 に考え感 じ合 うとき にほとば しり出る言葉 、その実感 。

ワー クシ ョップ はこれ らの大事 な 時間を共 有す るこ とがで き

ます 。子 どもた ちの輝 く顔を見 て いる と、 この ワー クの中 に

様々な子 どもの権 利 が一 杯詰 ま って いる こ とに気 づ きま す。

知り、表現 し、 きちん と受 け止 め ても らえる こと、そ う した

体験が子 どもたちの心 に権利の 種を育てるの だと実感 します 。

N C R C で は今後 も子 どもの権利 条約 を子 どもに届 ける活動

を様 々 に展 開 して いき たい と考 えて い ます 。皆様 の 応援 を、

よろ しくお願 い します。 （運営委員 北 干 カロ枝）
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「 少年法改正問題を考える」 レポー ト

子 どもの権利 条約 ネ ッ トワー ク主催 で 「少 年法改 正 問題 を

考える 一子 どもの 置か れて いる状 況 と権利 条約 か ら」 が 2 月

2 8 日、早稲 田大学 で開催 され 、2 1名の 参カロがあ った。神 戸

学院大学の佐々木光明さんを講師にむかえ、なぜ少年法の改

正が進 め られ ているの か、改 正が どんな 意味 をも ってい るの

かを、詳 しく、わか りやす くお話 いただ き、子 ども がお かれ

ている状 況、何 が問題 にな ってい るのか を考え る貴重 な講座

とな った 。

まず 、少 年法改正の 背景 と して挙げ られたの は、

○日本の 大きな 枠組み と して 、豊 かさを維 持す るため に旧来

の 日本 のあ り方 を壊す 「わ か りや すさ」 への一 連の構 造改

革 が進め られる中での 司法制度 改革であ る こと。

○現在の 社会的動 きが 「わか りやす さ」 を求め 、逆か ら見れ

ば、わ か りにくい ことに対 して、社 会 は徐 々 に耐え る こと

を しな くな ってきて いる。

○少年法は、福祉、教育の側面を持ち合わせるため、司法制

度 と して はも っとも わか りにくいもの。

○理解 しが た く、イ ンパク トのあ る少年事件 に対 しての不安 。

○子 ども への 「わ か らない」不 安か ら、子 どもの 行動結果 を

類 型化 し、「その 子の 問題 （資 質）」 と してみ る 、「わ か り

やすさ」への社会のニーズ。

そ う して 、2 0 0 0 年 の改正 は、少年 法の理 念を大 き く変 え

ることにな った 、と講 師は指摘 して いる。改 正の視 点は 、子

ども に焦点 を当 て られた もので はな くて、社会 の秩 序の維 持

のた め に、子 ど もへの 刑事 処 分、 罰の みを検 討 し、「子 ども

との関 わ りの あ り方 」で ある 「処 遇」 の問題 は考え られ てい

ない。少年の更生のために何が必要なのか、子 どもへの働き

かけ、子 どもの ニー ズの発 見な ど に対 しての議 論が 起 こ らな

いま ま、改正 されて いる。 これ は、子 どもが反 省す るため の

刑罰で はな く、少年保 護か ら厳罰 化へ移 行 して しまった とい

うこ とで ある。

2 0 0 7 年の改正では、子どもに対 しての監視的視線が強化

される。事件の事実のみを調べる警察官の調査権限が加わり、

福祉施設ではな く司法矯正機関である少年院への送致年齢が

引き下 げ られ 、保護観 察中の 監視 の 目が強め られる など。残

念な ことに社会 的構造 的な子 ども 問題へ の関心 が低 く、子 ど

もの総合 的な観 点か らと らえる学 問への 不信感 、専 門家不信

が起 こつてきて いる 。保護司 は保護 観察 中、更 生の ため に信

頼関係 を築きな が ら、子 どもと関 わる。 監視的 視点 はこれ に

相反するため、保護観察中の遵守事項違反に対する措置には、

当の保護 司か らの反対 の声 があが った。 つま り、子 ども とお

となの 関わ り合 いで ある 処遇 論 が不 十分 で 、こ れは「子 ども

の権利 」と特 に密 接で あ る。 お となが子 ども と関わ り合 お う

とする ことな しで、子 どもの権 利は守 れない。

つい先 日の 2 月2 3 日に答 申され た第3 次 改正案 の 「少 年審

判への被 害者参 カロ」 につ いては 、被害 者側の 「事 実を知 りた

い」「加 害者 が反 省 して いる か を矢口りた い」 とい う切 実な 願

いか ら出 て いる この 案 であ る が、 1 時 間足 らずの 審判 で は 、

この 被害 者側の ニー ズは必 ず しも かなわ ない だろ うとい うこ

と、また 、少年 の内省 を促 し矯正 し、再 犯を 防止す る、健 全

育成という少年法の理念の具体化である少年審判で、被害者

の在 廷 を制 度化 する には、慎 重 に議 論す る必要 があ るだろ う

と指摘。以前、佐々木ゼミのゼミ生によって少年審判の構成

劇を行 った際 に、少年 役の学 生が 「ごめ んなさ い、 とい うタ

イミン グがない 。言い た くて も言え ない少 年の気 持ち がわ か

つた 。」 との感 想 だ った こと を通 して 、内省 と反 省 を促 す少

年零判では、少年が気持ちを言いやすい状況、 “変わる一き

つか けをつ くることが大切 であ るとい うことがわ かる。

質疑応答では、少年院に見学に行 ってきたばかりの学生か

ら質 問があ った。 そ こで講師 か らは、少年 院は非 行少年 の更

生施設 であ り、そ こでの 処遇 が、も っと社会 に発 信され てい

くことが重要 であ り、少 年院 だけ‾ごはな く、子 ども と関わ っ

てい る人た ちによ って 、関わ り合いの あ り方が紹 介・発 信さ

れ、子 どもの 実像 が社会 に伝わ るよ うにな って い くことが何

よりも大切 であ ると提案 。

少年法の改正の背景にある、子どものニーズヘの関心のな

さ、お となの 子 どもへの かかわ り方の 薄さ を改善 する こと に

より、少年法の理念である「少年の健全な育成を期し、非行

のある少年に対 して性格の矯正及び環境の調整に関する保護

処分 を行 う」 とい う少年法 第 1 条 に、社会 全体 が立 ち返 る こ

とを 目指 したい 。

最後 に、子 どもの 権利 条約 ネ ッ トワー ク代表の 喜多 明人 か

らは 、教 育現 場での ゼ ロ トレランスヘ の傾 斜 と少 年法 の改正

の方 向性 が 同 じで ある こと、社 会全体 が処 分を厳 しく一律的

な厳罰 化へ と進ん で しま って いる ことを指 摘。 この ことを子

どもの権 利条 約か ら捉 えなお して、 これ か らも積 極的 に丁寧

に、各子 ども関係者 との情報交換の場や、学習の機会を提供

してい きたい と挨拶。

（運営委員 岸畑 直

子どもの権利条約 第 91号・ 200 8年 3 月 15 日号

説
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亨 どもの権利条約ネッ トワーク主催

「 子 どもにふ士わ しい世界 ＋5」
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【 場 所】 早稲田大学戸山キャンパス （文学部）3 9 号館6 F 第5・第6 会議室

【 日 時】 5 月 1 1 日（日） 13 ：0 0 － 16 ：3 0 ＊午前中 は、2 0 0 8 年度総会 を開きます。

【 内 容】 第 1部講演 ：「子 どもにふさわ しい世界 ＋5 と 日本」

講 師 ：平野裕二 （A R C 代表・ 子 どもの権利 条約ネ ッ トワー ク運営委員）

第 2 部 ワー ク シ ョ ップ ：ミ ニ ミ ニ ・ ア ク シ ョン プ ラ ンづ く り

フ ァシ リテ一 夕ー ：安部芳 絵 （子どもの権利条約 ネ ッ トワー ク）

【 参加費】 おとな ：10 0 0 円（会員8 0 0 円）／ 18 歳未満 5 0 0 円（子ども・学生会員無料）

【 申 し込 み】当日参カロを受 け付 けますが、資料・会場 などの準備があるの で、

件名 に 「5 月 イベ ン ト申 し込み」 と明記 して、氏名 （ふ りがな ）

ください。 5 月 10 日 （士） 1 8 ：0 0 メ切 です。

T E L ＆FA X ：0 3 －3 7 2 4 －5 6 5 0 （月・木 曜 日1 2 ～ 1 7 時）

2 0 0 7 年 1 1月 2 0 日、国 連子 ど もの権 利条 約 は 1 8 歳 を迎

えま した 。5 月 イベ ン トで は、 ひ とつの節 目を迎え た子 ども

の権利 条約 と共 に、改め て 日本の 子 どもた ちの現実 に向 かい

合いた いと考え ています。

2 0 0 2 年 5 月にニ ュー ヨー クで開 催され た国 連子 ども特 別

総会 では、成 果文書 と して 「子 ども にふさわ しい世 界」 が採

択さ れ、具体 的な 目標が掲 げ られる と共 に国別 行動計 画 を策

定す る こと が求 め られ ま した 。－ あ れ か ら5 年 、2 0 0 7 年

12 月 1 1 日－ 1 3 日 にか けて、子ども特別総会 の中間 レビュー

が行われ、「子 どもにふさわ しい世界 ＋5 」が宣言 されま した。

事前 申 し込みを お願 い します。

・ T E L・ E －M a ilを・ご記 入の うえ 、お申 し込み

E メール ：info＠ nc「c ．jp

これ を受 けて 、5 月 イベ ン ト第 1部 で は、 世界 の子 どもの

権利の 状況 を平 野裕二 さん に解説 して いただ きま す。 ところ

で、2 0 0 5 年 5 月現在、国別行動計画を策定完了または策定

中の国 は、特別 総会 に参加 した先 進3 5 力 国中2 1力 国ですが 、

日本 はそれ に含 まれて いませ ん 。そ こで 、第2 部 で は 「子 ど

もにふ さわ しい世界」 を実現 する ため のミニ ミニ・ ア クシ ョ

ンプ ランづ く りを ワー クシ ョップ形 式 で行 いま す。「子 ども

にふさ わ しい世 界」 に近づ くため の、 みなさ んの アイデ ィア

をお待ち しています ！
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＜ 編集後記＞ つい最近、私の勤める豊島区内で 「子どものまち」が開催された。これ

は、「子 どもフ ェス タ」 とい う、青少 年養 成 リーダー 連絡 会が 主催 し、豊 島区 か らの 助

成と地域の町会や商店街連合などの協賛をえて開催 している町方の催 しである。「子ど

もフ ェス タ」 と して は今 回で第4 回 とな ったが 、第 3 回か ら 「子 どもの まち」 をや りは

じめ 、私 も関わ る よ うにな った。 昨年 の第 3 回 は、「子 どもの まち 」 をやろ う と決 定 し

てか ら開催まで 、余裕 がな く、この指 とまれ ！で集 ま った数人の 子 どもたち と、紙幣 づ

くり、看板 づ く りな どの 準備 を した 。子 どもが 自治 はで きないが 、なん とな く 「子 ども

のまち」 っぼ くな った。

それ じゃあ 、今 年 は子 どもが 「子 どもの まち」 を創 ろうと い うことにな り、小 6 か ら

高2 ま での 1 0 名 ほ どで 「子 ども実 行委 員会 」 を開き 、企 画か らス ター トした。 まちの

なかに、どんな店や機能があ った らいいか、地域通貨の流通について、「憲法」の草案

などを考えて い く中で 、い つの問 にか子 どもたち に「わ がまち意識 」が芽 生えて い った 。

考 えさせ られたのが 、やる気 がな さそ うなの に、必 ず実行委員 会 にくる子 どもたちや 、

釆て も話 し合 いに参加 せず ゲー ムを して いるの に、私 の携帯 に 「次 はいつ ？」 とメール

して くる子 どもた ちの様子 だ。最 初 は、や りた いの かや りた くな いのか さえ、わ か らな

かった 。「や りたくないの に無理 にや らせ てい るの かな ？」 と不 安になる ことも あ った。

で も、 とにか く「この場 に来 る」 という意思 を大事 に しよ う と思 った。そ んな視 線で

見守 っている と、彼 らは、特 に 自分 の意見 を表 明 しよ うとい うわ けでない が、何か をつ

くってい くこ とに、「関わ りた い」の だ と気づ いた 。発言 も多 く、 元気 い っぱい に活動

する 子 どもを 、主 体的 な子 どもの 像 と して イ メー ジ しがち だ が、 はた して そ うだ ろ う

か？彼 らも「子どもの まち」の一員 で、打ち上 げの カラオケ ボ ックスでは 「また来 年は、

もっと楽 しい子 どものまち に しよ う ！」 と笑 うの だ。
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ホームページ http：／／w w w ．n c rc ．jp／

★発行人 喜 多 明 人

★編集人 岸 畑 直 美

★年会費 5 0 0 0 円 学生 3 0 0 0 円

1 8 歳未満 10 0 0 円

定 期 購 書売 4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一 プ リン ト
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